
 

２９千監（住）第４号 

平成３０年３月２８日 

 

（ 請 求 人 ）様 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司       

同       宮 原 清 貴       

同       川 合 隆 史       

同       宇留間 又衛門       

 

 

千葉市職員措置請求について（通知） 

 

 平成３０年３月６日付けで提出された千葉市職員措置請求については、下記の理由により地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項に規定する請求の要件を欠くものであるため、監査

を実施しないこととしたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 高洲スポーツセンターの駐車場がハートビル法の要件に違反しており、この是正を怠る事実が財

務会計上の行為に当たるか否か 

（１）地方自治法第２４２条第１項に定める住民監査請求の対象となる事項は、公金の支出、財産の

取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、

財産の管理を怠る事実に限られる。そして、最高裁判所平成２年４月１２日判決によると、住民

訴訟に係る訴えが適法といえるためには、当該訴訟の対象とされた行為又は事実が、財務会計上

の行為又は事実として、財務的処理を直接の目的とするものでなければならないとされ、また、

大阪地方裁判所平成１６年１２月９日判決によると、一般行政上の行為又は事実は、住民訴訟の

対象とはならないとされている。 

一方、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（平成

６年法律第４４号。以下「ハートビル法」という。）第１条によると、この法律は、高齢者、身体

障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の

向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とするとある。 

（２）これを本件についてみると、高洲スポーツセンターの駐車場がハートビル法の要件に違反して

おり、この是正をしないこと（以下、「本件怠る事実」という。）を「財産の管理を怠る事実」と

して行う住民監査請求は、財務会計行為としての財産の管理行為ではなく、多数の者が利用する

建築物を、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするという社会福祉行政及び建築行

政等からなる一般行政上の行為を怠る事実の措置を求めるものと考えられる。 

したがって、本件怠る事実は、「その財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的

処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為」には当たらない。 

 

以上のことから、他の事項を判断するまでもなく、本件監査請求は、地方自治法第２４２条第１項

に規定する請求の要件を欠く不適法なものと判断しました。 

 

 



 



 

 


